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(１) 「平成 28年熊本地震関連情報」について 

 

平成 28 年熊本地震によりお亡くなりになられた方々に対し改めて衷心よりお悔やみを申し

上げますとともに、被害を受けられた被災者の皆さまに対して心よりのお見舞いを申し上げま

す。 

金融庁では、ウェブサイト上に「平成 28 年熊本地震関連情報」ページを開設し、以下のよ

うな被災者の皆さまに役立つ情報を提供しています。 

（１）預金者の皆さまへ 

○預金通帳や印鑑を紛失した場合でも、本人であることが確認できる書類の提示により、

金融機関は預金の払戻しに応じています。 

○本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合についても、住所・氏名等を

お伺いし、登録内容との一致を確認したうえで払戻しを行うなど、柔軟な対応に努めて

います。 

 

（２）お金を借りておられる皆さまへ 

○金融機関は、災害の影響を直接、間接に受けておられる方から、借入金の返済猶予等や、

つなぎ資金の供与等の申込みがあった場合には、できる限りこれに応じるよう努めてい

ます。 

○災害のために支払いができない手形・小切手の不渡処分（銀行等の取引停止処分等）は

猶予されます。 

○融資の申込みに対しても、被災された方の実情を踏まえ、融資審査に際しての提出書類

等を必要最小限のものとするなど、弾力的・迅速な対応に努めています。 

○住宅ローンの返済ができなくなったなどの場合は、「自然災害による被災者の債務整理

に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができま

す。 

※ ガイドラインの適用要件や手続等の詳細については、全銀協ウェブサイト「平成

28年熊本地震に関する全銀協の対応について」にアクセスしてください。 

 

（３）保険に加入されている皆さまへ 

○生命保険・損害保険各社は、保険金の簡易・迅速な支払いに努めています。 

○保険証券や届出印鑑等を紛失してしまった場合でも、それぞれの状況に応じた柔軟な対

応を行っています。契約している保険会社が分からない場合については、生命保険協会

又は日本損害保険協会にご照会ください。 

○被災された方からの申し出があれば、保険料の払込みの猶予等を行っています。 

 

（４）上場企業等の皆さまへ 

○震災の影響により本来の期限までに提出できない有価証券報告書等については、特例措
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置により、本年７月 29 日までに提出すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。 

○さらに、各取引所では、被災した会社の上場管理や、新規上場に係る審査等について、

各種の取組みを行い、柔軟に対応することとしています。 

 

（５）金融機関の皆さまへ 

○被災された金融機関が期限どおりに必要な報告書類を当局に提出できない場合、弾力的

に対応することとしています。 

○貸金業者から借入れを行おうとする被災者の方が、法令に定める手続き等が問題となっ

て、資金を借りられないという不都合が生じないよう、貸金業法施行規則の一部の改正

を行いました。 

 

（６）平成 28年熊本地震金融庁相談ダイヤル 

○被災者の皆さまからの相談を受け付ける「平成 28 年熊本地震金融庁相談ダイヤル」（フ

リーダイヤル）を設置しています。 

※ フリーダイヤル０１２０－１５６８１１（ＩＰ電話からは０３－５２５１－６８１３） 

 

その他、当ページでは、金融庁・金融機関等の対応状況として、被災地域の金融機関の状況、

金融庁及び財務局の震災対応に関する諸施策並びに金融業界の対応についての情報をご覧にな

ることができます。当該情報は、日々更新しています。 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「平成 28 年熊本地震関連情報」にア

クセスしてください。 

 

また、情報を更新した際には、金融庁 Twitterでも情報発信を行っております。 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「金融庁 Twitter」にアクセスしてく

ださい。 

 

 金融庁 Twitter  

 

（２）「フィンテック・ベンチャーに関する有識者会議」の設置・開催について 

  

近年、FinTech の動きが注目を集めていますが、日本では、欧米等に比べて先進的な

FinTech ベンチャー企業やベンチャーキャピタルの登場が未だ必ずしも実現していないとの指

摘があります。 

 

日本の強みを活かしつつ、海外展開を視野に入れた FinTech ベンチャー企業の創出を図っ

ていくためには、技術の担い手（研究者、技術者等）とビジネスの担い手（企業、資金供給

者、法律・会計実務家等）など、幅広い分野の人材が集積し、これらの連携の中で、FinTech

ベンチャー企業の登場・成長が進んでいく環境（エコシステム）を整備していくことが重要

です。 

 

こうした観点から、有識者による検討の場として、「フィンテック・ベンチャーに関する有

http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160420-1.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201604/press.html
https://twitter.com/fsa_JAPAN
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識者会議」（座長:福田慎一 東京大学大学院経済学研究科教授）を設置し、５月 16 日に第１

回会合を、６月 14日に第２回会合を開催しました。 

 

それぞれの会合では、伊藤穣一 MIT メディアラボ所長や、松尾豊東京大学准教授、金子恭

規スカイラインベンチャーズ社代表の各委員からヒアリングを行い、ブロックチェーン技術

や人工知能などの先端技術が金融業に与える影響や、シリコンバレーの事例も参考に、

FinTechエコシステムの実現に向けた方策などについて、ご議論頂いております。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」から「フィンテック・ベンチャ

ーに関する有識者会議」にアクセスしてください。 

 

 

（３）金融審議会「市場ワーキング・グループ」（第１回）の開催について 

   

平成 28 年４月、第 37 回金融審議会総会・第 25 回金融分科会合同会合が開催され、麻生金

融担当大臣より、「市場・取引所を巡る諸問題に関する検討」として、「情報技術の進展その他

の市場・取引所を取り巻く環境の変化を踏まえ、経済の持続的な成長及び家計の安定的な資産

形成を支えるべく、日本の市場・取引所を巡る諸問題について、幅広く検討を行うこと」との

諮問がなされました。この諮問を受けて、神田秀樹学習院大学教授を座長とする、市場ワーキ

ング・グループが設置されました。 

５月 13 日（金）に第１回会合が開催され、取引の高速化について、幅広く議論がなされま

した。 

 なお、第１回会合にかかる議事録につきましては、金融庁ウェブサイトにて公表しています。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「金融審議会」から、「市

場ワーキング・グループ」にアクセスしてください。 

 

 

（４）｢金融仲介の改善に向けた検討会議｣(第４回)の開催について 

  

 「金融仲介の改善に向けた検討会議」は昨年 12 月 21 日に第１回、本年２月 22 日に第２回、

４月４日に第３回会合が開催されたところ、同年５月 23 日に第４回会合が開催されました。

同会合では、企業ヒアリング・アンケート調査の結果や企業ヒアリングを踏まえた地域銀行と

の対話の結果に対して議論が行われました。 

なお、会議は非公開ですが、会議後、議事要旨を金融庁ウェブサイトにて公表しています。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」から「金融仲介の改善に向けた検

討会議」にアクセスしてください。 
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（５）「第７回多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会」の開催に

ついて 

 

平成 28年 5月 24日に第７回多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会を開催し

ました。 

当懇談会は、改正貸金業法完全施行後の貸し手・借り手の状況をフォローしつつ、今後取

り組むべき施策等について検討するため、平成 24 年 9 月に多重債務者対策本部の下に設置

されたものです。 

第７回懇談会においては、多重債務者対策をめぐる現状及び施策の動向について報告が行

われた後、財務局における金融経済教育への取組等についての紹介や有識者で構成される各

委員から報告があり、その後、自由討議が行われました。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「第７回多重

債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会の開催について」及び首相官邸ウェブサイト

の「多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会」 にアクセスしてください。 

 

 

（６）「地域の成長マネー供給促進フォーラム」金沢開催について 

   

平成 28 年６月 10 日に、北陸財務局（金沢市）において、「地域の成長マネー供給促進フォ

ーラム」が開催されました。 

 

「地域の成長マネー供給促進フォーラム」は、地元ベンチャー企業の経営者をはじめとし、

地域金融機関、ベンチャーキャピタル、証券取引所、証券会社、行政当局等の関係者が一堂に

会し、資本市場をめぐる現状や課題について幅広く意見交換を行うとともに、地域への成長マ

ネー供給に係る取組事例の紹介・共有等を図るため、各地域で開催しています。過去には平成

27年６月に福岡および大阪、同年 12月に仙台、平成 28年２月に名古屋で開催されました。 

 

今回の金沢開催では、北陸地方のベンチャー企業など地元企業から企業の成長フェーズに応

じた資金調達について、ベンチャーキャピタルや地域金融機関等から地域のベンチャー企業等

に対する成長マネー供給について、幅広い経験に基づく事例や課題が示され、活発な意見交換

が行われました。例えば、「事業の拡大など成長段階に応じて、自己資金中心からＩＰＯを目

指すなど資本政策の考え方が変わってきた」、「地方では情報量や出会いが少ないため、資金調

達等について広く相談できるコーディネーターのような役割が求められる」、「北陸地方のＩＰ

Ｏ件数や開業率は全国的に少ないものの、潜在的には魅力的な企業が出てきており、今後の展

開が期待される」などの意見が聞かれました。 

 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kondankai20141111.html
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kondankai20141111.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kondankai.html
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（７）「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォロ

ーアップ会議」（第８回）について 

   

「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会

議」は２月 18 日に第６回会合を、４月 26 日に第７回会合を開催したところですが、６月１日

（水）に第８回会合を開催しました。同会合では、第７回に引き続き「企業と機関投資家の間

の建設的な対話」を議題とし、これまでのフォローアップ会議における意見や、機関投資家か

らのヒアリングを踏まえ、議決権行使をめぐる利益相反等について議論が行われました。 

 

本会議では、今後の会合において議論・検証されるべきと考えられる事項、その他コーポレ

ートガバナンスの更なる充実等に関して、広く意見を募集しております。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「公表物」→「審議会・研究会等」→「スチュワードシ

ップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」にアクセスして

ください。 

 

 

（８）シンポジウム「日本及びアジアにおける地方創生に貢献する金融業の
あり方」について 

  

金融庁金融研究センター、グローバル金融連携センターでは、神戸大学大学院経営学研究

科、京都大学経済研究所、大阪大学社会経済研究所及びアジア開発銀行研究所（ADBI）との

共催により、シンポジウム「日本及びアジアにおける地方創生に貢献する金融業のあり方」

を、平成 28年 5月 19日（木）に開催しました。本シンポジウムでは、地域の金融機関がど

のように地方創生や顧客企業の事業承継に関与しているか、また地方創生に貢献する金融を

進めるための金融庁の施策、地方創生に資するアジアの金融業の事例について議論等を行い

ました。本シンポジウムには、金融機関関係者や研究者など、総勢 130名を越える参加があ

り、活発な議論が展開されました。 

 

  冒頭の西田直樹 金融庁監督局審議官の開会挨拶に続き、４つのセッションにおいて、「地

方創生、事業承継、事業転換における地域金融の関わり方」、「地方創生・一億総活躍に資す

る金融の実現に向けた金融庁の取組み」、「地域におけるリスクマネー供給の仕組み」、「地方

創生に資するアジア諸国の金融業の事例」について、報告や議論が行われました。（各セッ

ションの発表者やコメンテーター及び発表資料については、金融研究センターウェブページ

（http://www.fsa.go.jp/frtc/index.html）に掲載予定です。） 

 

セッション１： 地方創生、事業承継、事業転換における地域金融の関わり方 

セッション１（司会：内田浩史 神戸大学大学院経営学研究科教授）では、地域金融機関

による中小企業の事業承継や事業活性化の取組みについて議論が行われました。 

  まず、地域金融機関より、事業承継の事例やコンサルティングを通じた事業支援の取組み

について紹介がありました。その後、学識者より、人口減少など社会状況が変わる中でも、

地域金融機関は地域における金融取引のコアとして存在し、地方創生においても役割は大き

いとの報告があり、また、金融機関自身も収益力を高める必要があることについて指摘があ

りました。金融庁からは、地域金融機関による地方創生への関わり方について、その規模や
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特性、役割に応じた取引先支援が重要であると説明がありました。 

 

セッション２： 地方創生・一億総活躍に資する金融の実現に向けた金融庁の取組み 

セッション２（司会：森知也 京都大学経済研究所教授）では、金融システムを通じて地

方創生・一億総活躍を促していく金融庁の取組みについて議論が行われました。 

金融庁からの発表では、金融機関に対して事業性評価に基づく融資・本業支援を推進する

よう促すことにより、金融仲介機能の質を改善し、地方創生に貢献する金融業の実現を目指

しており、この一環として行っている融資先企業へのヒアリングや外部有識者による検討会

議について紹介がありました。また、市町村民税データや経済センサスデータを活用した東

北地方の産業分析事例を紹介し、地域の産業構造をふまえた取組みから地方創生に繋げるこ

とが可能であるとの報告がありました。学識者からは、地方創生において地域金融機関に期

待される役割とは、取引先企業が必要としている情報の提供とコンサルティングを行い、ガ

バナンスを強化したうえでリスクテイクしていくことであるとの言及がありました。 

 

セッション３： 地域におけるリスクマネー供給の仕組み 

  セッション３（司会：尾崎弘之 神戸大学大学院経営学研究科教授）では、地域における

直接金融を通じたリスクマネー供給の仕組みについて議論が行われました。 

  まず、インターネット上で投資型クラウドファンディングの枠組みを提供している金融商

品取引業者より、金融機関、ベンチャーキャピタルに加え、第 3の資金供給・調達手段とし

て、個人（家計）からの「資本性資金の提供」について、具体的な事例を踏まえながら紹介

がありました。続いて、金融庁より、投資型クラウドファンディングの利用を促進するため

の制度整備や株主コミュニティ制度の導入などについて紹介がありました。その後、学識者

から、神戸大学に本年４月に新設された研究科における、大学発ベンチャー企業への創業支

援、人材育成の取組みについて報告が行われました。 

 

特別講演、セッション４： 地方創生に資するアジア諸国の金融業の事例 

河野正道 金融庁金融国際審議官・グローバル金融連携センター長より、アジア諸国にお

ける金融包摂及び長期投資の活性化について特別講演が行われました。 

アジア諸国がインフラ整備のために要する膨大な資金を調達するには、金融包摂を推進し、

域内の貯蓄が効率的に生産的投資に用いられるようにすることが重要であると指摘し、日本

の長期信用銀行や協同組織金融機関が高度成長期に長期資金の供給で果たした役割について

紹介がありました。また、FinTech のような新しい金融技術の発展も金融包摂や投資資金の

供給に資するが、利用者保護のために必要な規制とのバランスに配慮すべきとの言及があり

ました。 

  特別講演に続いて行われたセッション４（司会：吉野直行 金融庁金融研究センター顧問、

ADBI 所長）では、アジア諸国における金融業の現状や規制のあり方について、議論が行わ

れました。 

  まず、元金融庁アジア金融連携センター研究員であるタイとカンボジアの当局者より、両

国における金融包摂・マイクロファイナンスの歴史や実情について紹介がありました。その

後、国際機関より、アジア地域全般における金融包摂の状況やマイクロファイナンスに対す

る規制のあり方について報告が行われました。同報告では、マイクロファイナンスを提供す

る金融機関に対する規制を検討するに当たっては、リスクに応じた規制であるか、また規制

導入のコストが考慮されるべきであるとの指摘がありました。 
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（９）ＮＩＳＡ口座の利用状況に関する調査結果の公表について 

   

金融庁では、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）について、今般、「ＮＩＳＡ口座の開設・利用

状況調査」を実施し、平成 28年５月 27日、その結果について公表しました。 

 

 

 

 

 

 

ＮＩＳＡは、広く国民のみなさまに投資への関心を持っていただき、中長期的な資産形成

を促進していくとともに、日本経済の成長資金の供給拡大を図ることを目的として、平成

26年１月から導入されました。 

こうした中、制度導入から２年が経過し、ＮＩＳＡの総口座数は約 988万件となり、総買

付額は約６兆 4,445億円になるなど、ＮＩＳＡの普及は着実に進んでいると考えられます。 

ＮＩＳＡの口座を開設した顧客の年齢層を見ると、60 歳代以上の割合が依然として半数

以上を占める一方で、50 歳代以下の割合については、平成 27 年 12 月末時点で約 46％とな

っており、制度を開始した平成 26 年１月末時点では約 37％であったことを踏まえれば、着

実に増加しているものと言えます。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイト内の「ＮＩＳＡ特設ウェブサイト」から「ＮＩＳＡと

は？」→「データ集」→「平成 27 年 12 月末時点（確報値）（平成 28 年 5 月 27 日公

表） 」にアクセスしてください。 

 

 

（10）「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等 
（期間：平成 28年１月１日～同年３月 31日） 

  

金融サービス利用者相談室（以下、「相談室」）に寄せられた利用者からの相談件数や主な

相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成 28年１月１日から同

年３月 31日までの間（以下、「今期」という。）における相談等の受付状況及び特徴等は、以

下のとおりです。 

 

１．平成 28年１月１日から同年３月 31日までの間に、9,122件の相談等が寄せられています。

1日当たりの受付件数は平均 150件となっており、平成 27年 10月１日から同年 12月 31日ま

での間（以下、「前期」という。）の実績 146件と、ほぼ同水準となっています。 

事前相談の受付件数は、上記 9,122件のうち 281件となっています。 

 

２．分野別の受付件数としては、預金・融資等に関する相談等の受付件数 2,817件（構成比

31％）うち事前相談 45件、投資商品等に関する相談等の受付件数 2,656件(同 29％) うち事

 ○総口座数（平成 27年 12月 31日現在）は、987万 6,361口座 

  ・前回調査時点（平成 27年９月 30日）から、約 30万口座、約 3.1％増加 

  ・年代別の内訳の割合は、20～30歳代 14.4％、60歳代以上 53.9％ 

 ○総買付額（制度導入時点～平成 27年 12月 31日）は、６兆 4,444億 8,391万円 

  ・商品別の内訳の割合は、上場株式 33.6％、投資信託 64.1％、ETF1.5％、REIT0.8％ 

  ・年代別の内訳の割合は、20～30歳代 10.8％、60歳代以上 59.8％ 

 

【調査結果の概要】 

http://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20160527-1.html
http://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20160527-1.html
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前相談 178 件、保険商品等に関する相談等の受付件数 2,408 件（同 26％）うち事前相談２件、

貸金等に関する相談等の受付件数 889件（同 10％）うち事前相談 53件、金融行政一般・その

他に対する意見・要望等の受付件数 352件（同 2％）うち事前相談３件となっています。 

 

３．分野別の特徴等について 

（１）預金・融資等については、一般的な照会・質問に関する相談等が増加したことから、

前期に比べ、やや増加しています。 

（２）保険商品等については、前期とほぼ同水準となっています。 

（３）投資商品等については、個別取引・契約の結果に関する相談等が増加したことから、

前期に比べて、やや増加しています。なお、詐欺的な投資勧誘に関するものが 387件あ

り、そのうち 223件が何らかの被害があったものとなっております。年齢がわかるもの

（251件）のうち、70代が 81件（32%）、60代以上が 40件（16％）、80代が 30件

（12％）と高齢者についての相談が大部分を占めております。 

（４）貸金等については、行政に対する要望等が増加したことから、前期に比べて、やや増

加しています。 

 

４．なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から

検査・監督上の参考として活用しています。 

今期に受け付けた情報提供のうち、以下のものなどについて、金融機関に対する検査にお

ける検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用してい

ます。 

（１）預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関する

もの 

（２）預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの 

（３）預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの 

（４）いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの 

（５）預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの 

（６）保険会社の保険金等の支払いに関するもの 

（７）保険募集人等の不適正な行為（重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案

内・対応、不告知の教唆、名義借り、保険料の立替等）に関するもの 

（８）貸金業者による法令違反のおそれのある行為に関するもの 

（９）貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの 

（10）システム障害に関するもの 

（11）無登録営業に関するもの 

（12）金融商品取引業者の不適正な行為（ホームページを閉鎖し電話に出ない等、無断売買、

口座開設拒否、高齢者に対する不適正な勧誘）に関するもの 

（13）金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関する

もの 

（14）いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関するも の 

  

前期における情報の活用状況は以下のとおりです。 

・監督において行った金融機関等に対するヒアリング等に際して、157の金融機関等につ

いては相談室に寄せられた情報を参考としています。 

・金融庁が着手した金融機関等の検査等に際して、15の金融機関等については相談室に寄

せられた情報を参考としています。 

 

５．利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等 

寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、以下

のとおり「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表しています

ので、ご参照ください。 

 

（１）預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等 
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「免許の確認、預金保険制度に関する相談等」 

「本人確認に関する相談等」 

「盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等」 

「振り込め詐欺救済制度に関する相談等」 

「特約付定期預金等に関する相談等」 

「融資に関する相談等」 

（２）保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等 

「保険内容の顧客説明に関する相談等」 

「告知義務に関する相談等」 

「保険契約に関する相談等」 

「保険金の支払に関する相談等」 

「少額短期保険業者に関する相談等」 

「保険契約者の保護に関する相談等」 

（３）投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等 

「金融商品の購入に関する相談等」 

「投資信託の購入に関する相談等」 

「外国為替証拠金取引に関する相談等」 

「未公開株式の取引に関する相談等」 

「自社発行未公開株に関する相談等」 

「ファンドに関する相談等」 

「金融商品取引業者（旧証券取引法上の証券会社）との取引に関する相談等」 

「金融商品取引業の登録に関する相談等」 

「株券の電子化に関する相談等」 

「投資者保護制度に関する相談等」 

「社債に関する相談等」 

（４）貸金等に関する相談事例及びアドバイス等 

「違法な金融業者からの借入れに関する相談等」 

「強引な取立てに関する相談等」 

「取引履歴の開示に関する相談等」 

「返済条件の変更に関する相談等」 

「金利引下げに関する相談等」 

「総量規制に関する相談等」 

「都道府県登録業者に関する相談等」 

「完済後の書面交付に関する相談等」 

 

 

金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想

させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があ

った場合には、 

・金融庁金融サービス利用者相談室 

0570－016811（ナビダイヤル）、IP 電話からは 03－5251－6811 

・証券取引等監視委員会の情報受付窓口 

0570－00－3581（ナビダイヤル）、IP 電話からは 03－3581－9909） 

に情報提供をお願いいたします。 

その他、金融庁のウェブサイト（「金融の仕組みや金融商品などの解説」）では、金融サー

ビスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。 

  

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融サー

ビス利用者相談室」における相談等の受付状況等（期間：平成 28年１月１日～同年３月 31

日）（平成 28年 4月 28日）にアクセスしてください。 

 

 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/index.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20160428.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20160428.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20160428.html
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一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、

考えられません。 

↓ 

・こうした取引の勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関わら

ないようにしてください。 

法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、金融

庁（財務局）の登録・届出を受けた業者に限られます。 

↓ 

・これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関らな

いようにしてください。 

・ただし、登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力

等を保証するものではありません。登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場

合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解した上で、

投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。 

金融庁や証券取引等監視委員会の職員が、電話等により、投資に関して情報提供やアド

バイスを行うことや、民間の業者等に対する投資に関与することは一切ありません。 

↓ 

・こうした取引の勧誘は、いわゆる劇場型の投資詐欺等であり、絶対に関わらないよう

にしてください。 

   

 

 

（１）その「もうけ話」、大丈夫ですか？  詐欺的な投資勧誘にご注意を！ 

 

「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘が多発しています。くれぐれ

もご注意ください！ 

実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。

少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお

勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんご注意ください！ ＆ 情報提供のお願い 

「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意 

「ファンド（組合など）」取引に関するご注意 

金融庁や証券取引等監視委員会の職員を装った投資勧誘等に関するご注意  
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不審な勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供下さい。 

 

 

 

（２）皆様からの情報提供が市場を守ります！ 

（イ）情報提供窓口 

証券取引等監視委員会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から、「相場

操縦」や「内部者取引」、「風説の流布」といった個別銘柄に関する情報、「有価証券報告書

等の虚偽記載」や「疑わしいファイナンス」といった発行体に関する情報、「金融商品取引

業者による不正行為等」に関する情報、「疑わしい金融商品・ファンドなどの募集」に関す

る情報など、市場において不正が疑われるような情報の提供を電話や郵送、ＦＡＸ、イン

ターネット等により受け付けています。寄せられた情報は、各種調査・検査や日常的な市

場監視を行う場合の有用な情報として活用しています。 

（注）個別のトラブル処理・調査等の依頼につきましては対応していませんので、ご了承ください。 

 

 

◆証券取引等監視委員会 情報提供窓口 

https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/ 

直 通：0570－00－3581（ナビダイヤル） 

    ※ＩＰ電話等からは、03－3581―9909におかけください。 

代 表：03－3506－6000（内線3091、3093） 

ＦＡＸ：03－5251－2136 

郵送（共通）：〒100－8922 

東京都千代田区霞が関3－2－1 中央合同庁舎第7号館 

 

◆金融庁金融サービス利用者相談室（受付時間：平日10時～17時） 

電話（ナビダイヤル）：0570－016811 

※ＩＰ電話からは、03－5251－6811におかけください。 

ＦＡＸ：03－3506－6699 

◎ 金融庁ウェブサイトでは、より詳しい情報や、勧誘を行う業者が金融庁（財務局） 

の登録を受けているかを確認できます。 

        ↓ 

免許・許可・登録等を受けている業者一覧（金融庁ウェブサイト） 

 

◎ なお、金融庁（財務局）の登録を受けている業者であっても、 

・その信用力などが保証されているものではありません。 

・「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。 

  ・詳細は下記ウェブサイトにアクセスしてください。 

        ↓ 

詐欺的な投資勧誘等にご注意ください！（金融庁ウェブサイト） 

 

http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html
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（ロ）年金運用ホットライン 

平成 24 年 4 月より、年金運用の分野に関し、実名で情報提供いただける方を対象とする

専用の窓口（年金運用ホットライン）を設置し、投資運用業者による疑わしい運用等の情

報等、幅広い情報の収集に努めています。特に詳細な情報提供を頂ける場合、「年金運用の

専門家」が対応いたします。これら専用の窓口も、是非ご利用下さい。 

◆証券取引等監視委員会 年金運用ホットライン 

http://www.fsa.go.jp/sesc/support/pension.htm 

直 通：03－3506－6627 

電子メール：pension-hotline@fsa.go.jp 

 

 

（ハ）公益通報・相談窓口 

公益通報者保護法の公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の対応も行っ

ています。 

◆証券取引等監視委員会 公益通報・相談窓口 

http://www.fsa.go.jp/sesc/koueki/koueki.htm 

直 通：03－3581－9854 

ＦＡＸ：03－5251－2198 

電子メール：koueki-tsuho.sesc@fsa.go.jp 

 

 

http://www.fsa.go.jp/sesc/support/pension.htm
mailto:pension-hotline@fsa.go.jp
http://www.fsa.go.jp/sesc/koueki/koueki.htm
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このコーナーは、平成 28 年５月の「報道発表」から特にアクセス数の多かったページを掲

載しています（多い順）。なお、過去のアクセス数の多いページをご覧になりたい方は、金融

庁ウェブサイトのアクセス数の多いページ（過去の情報等）にアクセスしてください。 

 

○ 免許・許可・登録等を受けている業者一覧 

○ 平成 28年熊本地震関連情報 

○ 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について 

○ 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）の公表について 

○ 「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）の公表について 

○ 「フィンテック・ベンチャーに関する有識者会議」（第１回）の開催について 

○ 「保険業法等の一部を改正する法律」等の施行について 

○ 「フィンテック・ベンチャーに関する有識者会議」（第１回）議事次第 

○ 金融モニタリング情報収集窓口 

○ 「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」の公

表について 

 

 

 

金融庁ウェブサイトの中でアクセス数の多いページ 

http://www.fsa.go.jp/common/pop_kako.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201604/press.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
http://www.fsa.go.jp/news/27/hoken/20160520-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160513-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160511-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/27/hoken/20160527.html
http://www.fsa.go.jp/singi/fintech_venture/siryou/20160516.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/k_jyouhou/index.html
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160428-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160428-2.html
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（１）金融行政モニターについて 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 9 月に公表した「平成 27 事務年度 金融行政方針」に基づき、金融庁が金融行政

を遂行するに当たり、金融を取り巻く内外の環境変化に遅れをとらず、先取りする態勢を構築

する観点から、金融行政に対する率直な意見・提言や批判等を金融行政に継続的に反映させる

仕組みを構築するため、「金融行政モニター」を１月 29 日に設置いたしました。 

 

金融庁では、これまでも様々な手法により金融機関や一般の方々から、金融行政に関するご

意見等をお伺いしておりましたが、金融機関などからは、聴き手が金融庁職員であることによ

り、必ずしも率直な意見等を言うことは難しいとのご指摘もあるところです。このような点に

鑑み、金融庁職員ではなく中立的な第三者である外部専門家（以下、6 名）が直接にご意見・ご

提言・ご批判などをお聞きするため「金融行政モニター受付窓口」を設置することとし、寄せ

られたご意見等（匿名の場合であっても提出していただくことができます。）を金融行政に反映

できる仕組みを構築しました。 

 

また、引き続き、金融庁に対して直接ご意見等を提出して頂くための「金融行政ご意見受付

窓口」も設置いたします。 

 

金融庁においては、外部からのご意見・ご提言・ご批判などを受けることによって、よりよ

い金融行政の遂行を目指しておりますので、これらの窓口を積極的にご活用いただきますよう

お願いいたします。 

 

金融行政モニター委員（敬称略） 

 

井上  聡  弁護士（長島・大野・常松法律事務所パートナー） 

 

翁  百合  ㈱日本総合研究所 副理事長 

 

神田 秀樹  学習院大学法務研究科教授 

 

永沢 裕美子 フォスター・フォーラム（良質な金融商品を育てる会）事務局長 

 

米山 高生  一橋大学大学院商学研究科教授 

 

和仁 亮裕  弁護士（伊藤見富法律事務所シニア・カウンセラー） 

 

 

お知らせ 

金融行政に関するご意見・ご提言・ご批判などをお聞かせください!! 

金融庁においては、外部の皆様からのご意見・ご提言・ご批判などを受けることによっ

て、よりよい金融行政の遂行を目指しております。 
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（２）中小企業等金融円滑化相談窓口 

各財務局・財務事務所に中小企業等金融円滑化相談窓口を設置しました。どうぞご遠慮なく、

ご相談ください。 

●以下のような点について、ご質問・ご相談等はございませんか。 

１．中小企業金融円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁・財務局の対応 

２．借入れや返済について、取引金融機関との間でお困りのこと 

３．経営改善や事業再生に関する中小企業支援策の内容 

●各財務局・財務事務所の担当職員が、皆様のさまざまなご質問やご相談等にお答えいたし

ます。また、助言等も積極的に行います。 

●ご相談内容に応じて専門の機関をご紹介いたします。 

《受付時間》 

平日 9時～16時 

 

※お問い合わせ先については、「ご相談は財務局・財務事務所の金融円滑化窓口へ！～中小企業

等金融円滑化相談窓口のご案内～」にアクセスしてください。 

 

（３）東日本大震災関連情報 

金融庁では、引き続き、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しています。 

 

◆金融庁ウェブサイト 

「東日本大震災関連情報」 

（URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html） 

「金融機関等の相談窓口一覧」 

（URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html） 

◆金融庁携帯サイト 

 「★東日本大震災関連情報」 

（URL：http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html） 

 

 

（４）メール配信サービスのお知らせ 

金融庁、証券取引等監視委員会、公認会計士・監査審査会の各ウェブサイトでは、メール配

信サービス（日本語版・英語版）を行っています。 

メールアドレスを登録していただきますと、 

○ 金融庁からは、毎月発行しているアクセスＦＳＡや、日々発表される各種報道発表など、 

○ 証券取引等監視委員会からは、証券取引等監視委員会ウェブサイトの新着情報や、証券

取引等監視委員会の問題意識等のメッセージなど、 

○ 公認会計士・監査審査会からは、公認会計士・監査審査会ウェブサイトの新着情報など 

が、登録いただいたメールアドレスに配信されます。 

御希望の方は、この機会に下記からアクセスして登録してください！ 

 

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130222-1a.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130222-1a.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html
http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html
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 日本語版 英語版 

金融庁 「新着情報メール配信サービス」 Subscribing to E-mail 

Information Service 

証券取引等監視委員会 「メールマガジン配信サービス」 Subscribing to E-mail 

Information Service 

公認会計士・監査審査会 「新着情報メール配信サービス」 Subscribing to E-mail 

Information Service 

 

http://www.fsa.go.jp/haishin/service_top.htm
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html

